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1月 10日は 110番 の日 

○ 列の後ろに整然と並ぶ。 
○ 貴重品等入れたバッグは身体 
  の前に、子供の手は離さない。 
○ 現場の係員の指示に従う。 
○ 譲り合いの気持ちを忘れない。 
 

 １月は、寒さが厳しい時期です。 

 積雪や路面凍結が考えられます。 

 鶴ヶ島市民の皆さん、冬用タイヤやタイヤチエ 

ーンの準備はおすみですか。 

 急ブレーキ・急ハンドル・急発進・急加速を避 

け、交通事故等を起こさないよう、安全運転でお 

       願いします。 

１１月１日～１１月３０日 

 〇 忍び込み      ２件 

 ○ 万引き       ２件 

 ○ 自転車盗      ２件 

 ○ 器物損壊等     ６件 

 ○ 交通事故     ２５件 

 〇 遺失・拾得    ５９件 

※ 本数値は交番での事案取り扱い件 

 数であり、刑法犯認知件数とは異なり 

 ます。 

 平素は交番の活動にご理解とご協力をいた
だき誠に有り難うございます。 
 地域の皆様の暖かい気持ちに支えられ、今年
も「安全で安心して暮らせるまちづくり」を目
指し、勤務員一同活動してまいりますので、引
き続き皆様のご理解とご協力をお願い致しま
す。 
    鶴ヶ島交番勤務員一同 

特殊詐欺電話に注意！ 

 

 

 

 

      昨年は、オレオレ詐欺・還付金 
    詐欺・架空請求詐欺等、特殊詐欺
の  の電話やメールが毎日のようにあ 

りました。 
 今年も、いろんな人物になりすました、 
特殊詐欺の電話やメールが多いと予想され 
ます。 
 高齢者の皆さん、犯人はいろんな人物に 
なりすましていますので、詐欺の電話やメ 
ールには、注意してください。 
 
 
    
     
      

★ 自転車を利用される皆さんへ連絡！ 

  ２０２６年４月１日から自転車の

違反に「青切符」が導入されます。 

  対象は、１６歳以上で運転免許の有

無は関係ありません。 

  青切符（交通反則通告制度）とは、

一定の交通違反をした場合、反則金を

収めれば刑事手続きに移行せず、事件

が終結される（前科がつかない）とい

う制度です。 

  一方、飲酒運転・妨害運転等はこれ

までと同様に赤切符が適用（刑事手続

きに移行）されます。 

  尚、悪質・危険な違反が青切符の対

象です。 

  詳しくは、埼玉県警察公式ホームペ

ージを見てください。 

〇 自転車を利用される皆さん、交通ル

ールを守り、交通違反をしないように

注意しましょう！ 

★ 自転車に乗る時は、ヘルメットをか 

 ぶりましょう！ 


